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街
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発
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一〇

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
一〇

○
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一二

公

告

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
…
…
…
…
…（
総
務
局
統
計
部
調
整
課
）…
一二

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
白
金
一
丁
目
西
部
中
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

白
金
一
丁
目
西
部
中
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

港
区
白
金
一
丁
目
及
び
白
金
三
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
南
麻
布
二
丁
目
十
四
番
十
三
号
麻
布
山
口
ビ
ル
四
階

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
通
知
し
た
次
の
保

安
林
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、

同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所

八
王
子
市
南
浅
川
町
二
八

三
七
番
三

大
久
保
朋
哉

八
王
子
市

役
所

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定

で
あ
る
旨
を
告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
東
京
都

告
示
第
九
百
三
十
四
号
の
と
お
り
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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（第18427号）東 京 都 公 報令和7年11月12日（水曜日）９
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年11月12日（水曜日）東 京 都 公 報（第18427号） １０
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消

し
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

公

告

東
京
都
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
十
一
月
十
二
日
に
表
彰

さ
れ
た
方
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏

名

住
所
地

（
統
計
功
労
者
）

次
の
方
々
は
、
統
計
調
査
の
実
施
に
精
励
さ
れ
特
に
優
れ
た
業
績

を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

沼
尻

久
治

江
東
区

坂
本

嘉
三
郎

目
黒
区

飯
島

朋
子

目
黒
区

鈴
木

障
子

大
田
区

渡
邉

裕

大
田
区

小
川

公
恵

世
田
谷
区

飯
田

生
日

中
野
区

田
中

惠
美
子

中
野
区

岡

巖

杉
並
区

村
田

和
子

杉
並
区

紙
田

博
子

杉
並
区

渋
谷

孝
一

北
区

飯
島

勇
三

荒
川
区

林

修
二

板
橋
区

近

雄

足
立
区

篠
田

次
雄

足
立
区
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甲
嶋

多
賀
子

葛
飾
区

宇
田
川

み
ち
子

武
蔵
野
市

岡
崎

恵
美
子

多
摩
市

佐
藤

美
佐
子

西
東
京
市
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